
2023年度入学試験における新型コロナウイルス

感染症対策と受験生の皆様へのお願い
（本庄高等学院）

１．受験をご遠慮いただく状態について

　受験当日に以下の状態に該当する方につきましては、受験をご遠慮ください。

a）学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症、インフルエン

ザ、麻疹、風疹等）に罹患し治癒していない。

b�）所属する団体（学校等）や検疫所・保健所・病院より安全を期すための隔離を命じられている。

　 　 ※�濃厚接触者の方の対応につきましては「６．無症状の濃厚接触者の受験について」も併せて

ご確認ください。

c）外務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

　�（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html）」の定める待機日数が経過してい

ない。

２．試験日前日までにお願いしたいこと

・試験日７日前から検温を行い、発熱や咳等の症状のある方は、予め医療機関で受診してください。

・日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行

うとともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理を心がけてください。

３．試験日当日にお願いしたいこと

・試験日当日の朝に、検温を行ってください。上記「１．受験をご遠慮いただく状態について」に該当

する方は受験をご遠慮ください。

・マスクを必ずご持参ください（無地のものであること。不織布がのぞましい）。マスクがない場合は試

験会場入構時に配布しますので申し出てください。試験会場内ではマスクを必ず着用してください。

ただし、写真照合の際は本人確認のために一旦マスクを外すことにご協力をお願いいたします。

・マスク着用の際は鼻から顎を覆うようお願いいたします。試験時間中に鼻から顎が覆われていない、

鼻・口の一方が露出するような形でマスクを着用している（いわゆる鼻マスクやそれに類するつけ方の）

受験生には監督員より注意・警告をする場合があります。

　※�傷病等の特殊事情で、試験時間中にマスクを着用し続けることが困難な受験生の方は、２月６日（月）

12：00までに　nyusi-honjosh@list.waseda.jp　（早稲田大学本庄高等学院　入試担当）にご相談く

ださい。

・飛沫飛散防止のため、試験会場での必要外の私語はご遠慮ください。

・会場によってはトイレが非常に混み合うことが想定されるため、使用を制限する場合があります。

・昼食はご持参のうえ、自席での飲食をお願いします。食堂は利用できません。また食事の際の会話は

控えてください。
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・試験会場においては、定期的に手洗いや手指の消毒を行ってください。

・保護者の入構は禁止とします。

・当日試験会場にて、高熱（37.5℃以上）や咳込み等の症状を確認した場合は、試験監督員または当学入

試スタッフの判断により、以下の事柄をお願いする場合があります。

　　ａ）保健室・別室への移動

　　ｂ）�帰宅　（その場合は公共交通機関を避けて帰宅するとともに、速やかに医療機関等で受診するよ

うにお願いします。）

・使用した物品（マスク等）は、試験会場内では廃棄しないでください。

・試験終了後は構内に留まらず、すぐに退構してください。

４．試験日終了後にお願いしたいこと

・試験を受けた後７日以内に、発熱や咳等の症状が出た方は、医療機関で受診してください。診断の結果、

新型コロナウイルス感染症に罹患していることが判明した場合は、nyusi-honjosh@list.waseda.jp

（早稲田大学本庄高等学院入試担当）までご連絡ください。

５．受験生の皆様の安全確保のため、試験会場で行う感染予防対応

・試験会場は試験前に清掃、消毒をしております。

・試験会場には手指用消毒液を設置しています。

・試験会場内では空調の使用や換気を行います。一部の教室は窓が開閉できませんが、全試験会場に外

部との空気の入れ替えを行う換気設備が設置されています。

・教室内の収容人数を定員の半数程度としています。

・試験監督員及び当学入試スタッフは検温を行い、健康状態に問題がないことを確認しております。

・試験監督員及び当学入試スタッフはマスクを着用します。また、試験監督員によっては手袋を着用い

たします。
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６．無症状の濃厚接触者の受験について

　以下の全ての要件を満たした方につきましては、「無症状の濃厚接触者（注）」として受験が可能です。

下記条件を満たさない濃厚接触者の方は１ページにある「１．受験をご遠慮いただく状態について」の a）

に該当するものとみなし、受験をご遠慮願います。

（注）濃厚接触者とは、保健所より直接または間接的に濃厚接触者に該当すると伝えられた方をさします。

（ⅰ）�初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するPCR等の検査

（行政検査））の結果、陰性であること。

　　 ※�自治体が行政検査を行わない場合、抗原定性検査キットを入手し、それによる陰性確認を

行うよう努めること。

（ⅱ）受験当日に無症状であること。

（ⅲ）�公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用することなく、

かつ人が密集する場所を避けて試験場に来ること。

（ⅳ）終日、別室で受験することを受け入れること。

（ⅴ）�上記（ⅰ）～（ⅳ）を満たし、かつその事実を確認するための情報（濃厚接触者に該当する

と判断した保健所の名称、初期スクリーニングの結果・検査機関など）を期限内に当学また

は当学院に連絡した方で、当学または当学院がそれを認めたもの。

【申請方法（一般・帰国生入試対象）】

　◆連絡先　nyusi-honjosh@list.waseda.jp

　◆連絡期日　2023年２月８日（水）　10：00まで

　◆連絡していただく内容

　　　件名：【受験番号】無症状の濃厚接触者としての受験申請

　　　記載すべきこと：

　　　・受験番号、氏名、緊急連絡先

　　　・濃厚接触者に該当すると判断した保健所の名称

　　　・保健所から健康観察期間として不要不急の外出を控えるように指示されている期間

　　　・�初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するPCR等の検査（行

政検査））の結果

　　※�自治体が行政検査を行わない場合、抗原定性検査キットを入手し、それによる陰性確認を行うよ

う努めること。

　　　・試験会場への移動方法

　　※�「６．無症状の濃厚接触者の受験について」に関する質問も上記メールアドレスにて受け付けて

おります。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※こちらのお願いは文部科学省ＨＰ「令和５年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対

応した試験実施のガイドライン」（令和３年６月４日付）を基に作成しています。
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